
 

誰でも参加できます(*^_^*) 

日時：８月２８日(月)、９月６日(水) 

９時から 11 時 30 分まで 

場所：洞爺ふるさと交流センター 

参加費：無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞爺コミュニティーバスなどの公共交通機関の今後について説明いたします。

交通や移動に関する日頃のお困りごとなどを教えてください。 

日 時：８月３０日（水） 

17 時～19 時 随時受付 

場 所：洞爺総合センター 集会室 

 

お問い合わせ：企画防災課 企画調整グループ 

 

 

7 月１９日老朽化に伴い浴室の天井が一部落下しました。夏休み中で繁忙期と

いうこともあり急きょ仮復旧工事を行い、現在は通常営業を行っております。 

次の日程により本工事を行いますが、その期間は休館となりますので皆様には

ご不便をおかけしますがご了承ください。 

★工事期間：令和５年９月４日（月）から令和５年９月８日（金） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

場所：洞爺総合支所 町民相談室 

時間：午前 9 時３０分から 11 時３０分まで 

相談日： ９月 ８日(金) 
１０月１３日(金) 

 

赤ちゃん、自分の健康に不安のあ

る方、保健師が相談にのります！ 

水分はこまめに
とりましょう！ 

道南バスだと乗り換えが大変！ 

家の前にさくら号がこれない！ 

出かけたくても足がない！ など 

 
 

エサをあげるなら、 

飼いましょう！ 
 



 

 

 

 

 

 

道路に樹木がはみ出していると人や車両の通行に支障をきたします。 

樹木等が原因で事故が発生すると樹木等の所有者の管理責任が問われる場合が

ありますので剪定等をお願します。  

また、歩道を含む国道、道々、町道（道路わきの側溝など）は公共の施設です。

道路管理者以外が私権（個人のため、営業のための行為など）により道路に物を

置くことは、歩行者や車両の通行に支障を及ぼすため禁止されています。（道路法

第 4 条） 

看板やカラーコーン、段差解消乗り入れブロック等の工作物も放置することも

禁止されています。（道路法第 43 条）これらの工作物によって事故が起きた場合

には、設置者の責任になる場合があります。 

洞爺地区においては道幅が狭い町道もあるので、ちょっとと思って工作物を置

いてしまうと、車がすれ違うことができなかったり、歩行者の通行を妨げること

もあります。特に農作業の収穫時期や冬期間の除雪時は大きな車輌が通るため、

充分注意してください。 

なお、車の出入り箇所で車道と歩道に段差のある方は、自己負担により歩道の

切り下げ工事ができる場合があります。 

 

 

 

 

扇風機やエアコンで温度をこまめに調節 

外出時には日傘や帽子を着用 

通気性のよい衣服を着用     など 

 

 

室内でも、外出時でも、のどの渇きを感

じていなくてもこまめに水分・塩分など

を補給 

 

 

食中毒予防の３原則 
 

原則１:細菌をつけない(清潔･洗浄) 

原則２:細菌を増やさない(迅速、冷却)  

原則３:細菌をやっつける(加熱、殺菌)  

 

 

 

 

 


